
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●介護職員初任者研修とは 
   介護職員初任者研修は、介護に携わる方が、業務を遂行する上で最低限の知識･技

術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うこと

ができるようにするための研修講座です。 

本講座では、介護保険法施行規則に則ったカリキュラムに基づいて学習します。 

 

●受講資格 
○原則として、全ての日程に出席できる健康な方 

○飯田・下伊那地域在住の方 

○介護に関心があり、介護現場やご家庭において、講座で学んだ知識や技術を活かし

たいと考えている方 

   ○授業に積極的に参加していただける方 

 

●講座内容 
➢ 本講座のカリキュラムは、長野県介護員初任者研修指定要綱の基準に適合する内容

です。 

➢ 当校の「介護職員初任者研修」授業に聴講生として受講していただきます。 

＜講   義＞ 
   ○介護・福祉サービスの理解 

   ○コミュニケーション技術、老化・認知症・障害の理解 

 ＜講義・演習＞ 
   ○こころとからだのしくみと生活支援技術 

    ・こころとからだの基礎的理解  ・生活支援と住環境整備 

    ・こころとからだのしくみと自立に向けた介護 

    ・ターミナルケア        ・生活支援技術演習 

 ＜実   習＞ 
   ○介護実習(介護施設、通所介護事業所)、訪問介護サービス同行訪問(訪問介護事業所) 

 

   ※介護職員として 1年以上(受講申込時点)の実務経験を有する方については、カリキュ

ラムの一部(1 科目)が免除になる場合がありますので事務局にお問い合わせください。 

 

●講座修了の認定方法 
   次のすべてを満たした方を研修修了と認めます。 

①本校における全カリキュラムを履修していること 

②「こころとからだのしくみと生活支援技術」及び「実習」の中で、講師及び実習指導 

者により介護技術を習得したと評価されていること 

③修了評価試験(筆記試験)において評価基準を満たしていること 

  ※講座修了者には、『介護職員初任者研修修了証明書』を交付します。 

  ※修了証明書は全国で通用します。 

一般教育訓練給付制度指定講座   



●受講期間 
   令和４年９月２０日(火) ～ 令和５年２月１５日(水)  計１６１時間 

 

●受講日 
   主に毎週 火曜・水曜・金曜 午後 1時～午後４時１０分  

※曜日や内容により時間が若干異なります。詳細は別紙日程表をご確認ください。 

 

●受講費用 
   受講料６５,０００円(税込)（テキスト代６,１１１円込) 
    ※分割納入をご希望の方はご相談ください。 
   

 ［一般教育訓練給付制度］により、 
   講座終了後ハローワークに申請⇒条件を満たせば⇒受講費用の２０％給付 

      ⇒ 受講費用実質負担 ５２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 
 
●受講場所 
 ＜講義および実技＞ 飯田コアカレッジ 〒395-0823 長野県飯田市松尾明 7591 

 ＜実 習＞     提携する介護福祉関連施設 

 

●定員 
   １８名（当校学生含む） 

 

●申し込み・問い合わせ 
 ＜お申し込み要領＞ 

○受講申込書に必要事項をご記入し、写真貼付のうえ、直接当校までお持ちいただくか、郵

送にてお申し込みください。 

○受講費用につきましては、講座開講日にお支払いいただきます。 

○受講申込後のキャンセルについては、必ず当校までご連絡ください。キャンセル時期によ

り、テキスト代をお支払いただく場合があります。 

 

 ＜お申し込み締切り＞ 

   令和４年８月３１日(水) 
○お申込み順に随時、書類選考を行い、順次受講生を決定させていただきます。 

申込者が定員になり次第締め切りとなります。 

 

 ＜お問い合わせ＞ 
   飯田コアカレッジ 担当：河野（こうの） 

〒395-0823 長野県飯田市松尾明 7591 

   【ＴＥＬ】 ０２６５－２２－５１１１   【ＦＡＸ】 ０２６５－２２－５１００ 

   【ＵＲＬ】 https://iida.core-gakuen.com/     【E－mail】 info@iidanet.or.jp 

 

一般教育訓練給付制度 
  一定の条件（雇用保険の被保険者期間が 3年以上、初回利用者は 1年以上など）の方が、指定講座を修了し、

公共職業安定所へ申請することで支払った「教育訓練経費」の 20%が給付される制度です。希望される方は、

最寄りのハローワークにて、ご自身の受給資格について照会を受けてください。また、受講申し込みの際、申込

書の「教育訓練給付制度の活用」の欄に、ご記入ください。 

注意①受講料のお支払い名義が申込者本人である必要があります。 

         ②受講開始日に 66歳以上の方は対象になりません。 

         ③当講座の場合、支払いが一括でも分割でも適用対象です。 

 


